
　重点対策地区（裏面参照）内の、建築基準法第４２条第
２項および附則第５項に基づく道路に接する敷地

　後退用地等を道路として整備する際に、以下の項目
　に要する費用の２/３以内
・側溝、側溝蓋および集水桝の整備費
・道路境界石の整備費
・道路舗装費（最大道路中心線まで）
・後退用地等にある支障物の撤去費

　※補助対象項目ごとに限度額があります。

・  手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
・  交付申請前に事前協議が必要です。その際、狭あい道路
整備事前協議書を提出してください。

・  補助金の交付申請前に拡幅整備の契約をした場合は、原則
補助金を申請することができません。（交付申請前に契約を
した場合であっても、工事着手までに十分な期間がある場
合は申請できる場合がありますので、ご相談ください。）

・  12月27日までに交付申請手続きを行い、2月28日までに工
事を完了してください。

・  現況道路内の支障物の撤去費及び消費税等は補助の対象
外となります。

・  補助金額については、予算の範囲内の額となります。
・  この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額
に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは、税務署
へお問い合わせください。

・  原則、後退用地およびすみ切り用地については、大阪市へ

の所有権移転は行わず、整備完了後もその土地の所有者

の方に維持管理していただきます。

・  補助を受けて整備した後退用地等には、大阪市が支給す

る後退表示板を設置していただきます。

・  整備した後退用地およびすみ切り用地に対する固定資産

税・都市計画税は非課税などの適用が受けられます。

　（ただし、利用状況によっては非課税などの適用を受けら

れない場合があります。）なお、非課税申告などの手続き

は、対象敷地がある区を担当する市税事務所の固定資産

税（土地）担当までお問い合わせください。

紙面の都合上、省略している部分がありますので、詳しくは相談窓口(裏面参照)へお問い合わせください。

〔大阪市狭あい道路拡幅促進整備事業〕

※ただし、次に掲げるもの等は除く。 
・既に道路中心線から2ｍ後退が済んでいるもの
・敷地面積が500㎡を超えるもの
・開発行為を伴うもの
・位置指定道路の築造を伴うもの
・他の事業によって拡幅または整備されるもの
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※令和 7年度より重点対策地区の一部を
対策地区に変更する可能性があります。
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